
※店舗等を住宅に変えた 

※車庫や物置等も課税対象になります 

 

土地の地目や利用状況を変えた、家屋(建物)を取り壊した、改築（リフォーム）をして家屋

（建物）の利用方法を変えたなど、現況と課税資産明細書の内容が合っているかご確認をお願

いします。土地・家屋に変更があった場合は、税額も変わることがありますので資産税課まで

ご連絡をお願いします（市役所☎04-2964-1111 内線 2137・2138）。 

なお、登記家屋に変更（増築、改築による用途の変更、滅失）があった時は、法務局へ届け

出が必要です（法務局☎04-2992-2677 代表）。 

 

納税通知書の↓この明細を確認してください。 

 



 

固定資産税の課税において、住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによっ

て、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 

 

【小規模住宅用地】

・200 ㎡以下の住宅用地（200 ㎡を超える場合は住宅１戸あたり 200 ㎡までの部分）を小規模住宅用地と

いいます。 

・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の１／６の額とする特例措置があります。 

 

【一般住宅用地】 

・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300 ㎡の住宅用地（１戸建住宅の敷

地）であれば、200 ㎡分が小規模住宅用地で、残りの 100 ㎡分が一般住宅用地となります。 

・一般住宅用地の課税標準額については、価格の１／３の額とする特例措置があります。 

 

【住宅用地範囲】 

・住宅用地には、以下の２つがあります。 

①専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地･･･その土地の全部（ただし家屋

の床面積の 10 倍まで） 

➁併用住宅（一部を人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地･･･その土地の面積（ただし

家屋の床面積の 10 倍まで）に一定の率（下表）を乗じて得た面積に相当する土地 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月１日より相続登記の申請が義務化されました。これは、令和６年４月１日より前に発生した相続

についても対象となり、法務局への申請が必要となります。 

詳しくは、さいたま地方法務局ホームページをご覧ください。 

（https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/） 

№ 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率 

イ 専用住宅 全 部 １．０ 

ロ 併用住宅 
１/４以上１/２未満 ０．５ 

１/２以上 １．０ 



 

 

 

  



 

 

 

 口座振替納付  

市税のご納付には、預貯金口座から自動的に振替納付することができる便利な口座振替を推奨しています。 

納税通知書に同封している口座振替依頼書（ハガキ）をご利用いただければ、郵送で申し込むことも可能で

す。 

対象の取扱金融機関や口座振替の申し込み方法は入間市公式ホームページをご参照ください。 

※ゆうちょ銀行をご希望の方は郵便局指定の「自動払込利用申込書」を送付しますので、下記お問い合わせ

先までご連絡ください。 

 

 スマートフォン決済  下記のアプリをダウンロードしてご利用ください。 

 

ＦａｍｉＰａｙ、ＰａｙＢ、楽天銀行コンビニ支払サービス、ＰａｙＰａｙ、ａｕＰＡＹ、ｄ払い です。 

※操作方法等については、市ホームページをご確認ください。 

※アプリによって支払限度額が異なります。詳しくは各決済会社へご確認ください。 

 

 ペイジー納付  

ペイジーとは、税金や公共料金、各種料金等を、パソコンやスマートフォン・携帯電話、ＡＴＭから納め

ることができるサービスです。 

※ペイジー取り扱い金融機関は入間市公式ホームページをご参照ください。 

※ご利用可能な ATM には「Pay-easy マーク」が表示されています。 

※インターネットバンキング、モバイルバンキングをご利用の場合は事前に金融機関との契約が必要です。 

 

 共通納税（地方税お支払いサイト）  

地方税共通納税システム（eLTAX）の「地方税お支払サイト」にアクセスして、納付書に印字されている

「eL-QR」（二次元コード）をスマートフォン等で読み取り、納付することができます。 

※クレジットカード決済（手数料が発生します）をする方は、こちらの方法で手続きをしてください。 

※詳しくは地方税共同機構ホームページをご覧ください。 

 

 共通の注意点  

※領収書は入間市から発行されません。 

※納税証明書をお急ぎで必要な方（特に軽自動車税の車検用）は、納付書裏面に記載の納付窓口で納付を 

お願いいたします。 

また、納税証明書請求時には入間市役所収税課に領収証書を持参してください。 

 

お問い合わせ  入間市役所収税課  ☎04-2964-1111 内線 2121～2129 

 納付方法のご紹介 （市ホームページは右記ＱＲから） 

「地方税お支払サイト」はこちらから→ 

 


